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施策⑨ 

希少がん・小児がん支援およびサバイバーシップ事業 

 

■要求要旨 

 がん対策推進基本計画では、「すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生

活の質の維持向上」が全体目標として掲げられており、がんの治療中はもちろんのこと、

その後の療養生活を含めてがんと生きる生活全体を通して苦痛を軽減することの重要性が

示されている。また、患者本人だけではなくその家族への支援の重要性についても示され

ている。 

 治療成績の向上に伴い、小児がん長期生存者（いわゆるサバイバー）における就学や就

労の問題、成人がんサバイバーにおける就労の問題、治療後の後遺症や精神面の問題、患

者家族における負担の問題など、新たな問題の存在が明らかになってきており、早急な対

応が求められている。 

 海外ではそれらの問題を、サバイバーシップ（がん経験者の遭遇する問題への対処）と

位置づけ、サバイバーシップの支援に特化した機関が設立され、有効に機能している。よ

って、本国においてもサバイバーシップに関連する事業を中心に行う支援センターを設立

し、今まで対応が不十分であった問題の解消を進める。 

 

■事業内容 

 小児対象、成人対象のサバイバーシップ・サポートセンターをそれぞれ全国に数か所、

業務を行うのにふさわしい医療機関内に設置する。両サバイバーシップ・サポートセンタ

ーにおいては主に次の 3 つの事業を行う。すなわち、１．特に治療後の肉体的・精神的・

経済的問題を中心とした相談支援サービスの提供、２．サバイバーシップ・ケアプランの

雛型作成と、全国の医療機関への普及事業、３．希少がん、小児がんのデータ収集と、こ

れらのがんの診療支援――である。 

なお、サバイバーシップ・サポートセンターと地域が連携し、すべての患者や家族がサ

バイバーシップに関する支援を受けることができるよう、地域統括相談支援センター（施

策番号 45 地域統括相談支援センターを参照）との連携体制を整備する。また、実際の相

談支援については、がん経験者や家族などがピアサポーターとして相談業務を行う。 

サバイバーシップ・ケアプランの普及事業の一環として、プラン作成参加施設に補助金

を出すなどしてインセンティブをつけ、将来の診療報酬化につなげる。 

 

■経費の種類／性格 

委託費 

 

■補助先 

Ⅳ　付録
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サバイバーシップ・サポートセンター業務を委託するのに適切な組織 

 

■積算内容 

・10 億（積算作業中） 

 

Ⅳ　付録
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4-2 平成 22 年度診療報酬改定におけるがん領域に関する提案について 
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※通し番号誤りのため No.19 は欠番 

Ⅳ　付録

サポート1
テキストボックス
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